
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
・
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

　
令
和
２
年
に
施
行
さ
れ
た
改
正
児
童
虐

待
防
止
法
（
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
）
で
は
、
子
ど
も
に
対
す
る
い
か

な
る
体
罰
も
許
さ
れ
な
い
と
明
記
さ
れ
ま

し
た
。
し
つ
け
の
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
、

叩
い
た
り
怒
鳴
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
子

ど
も
の
健
や
か
な
成
長
に
有
害
で
あ
り
、

虐
待
に
あ
た
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
す
べ
て
体
罰
で
あ
り
虐
待

で
す
。

　
し
つ
け
と
は
、
子
ど
も
の
人
格
や
才
能

を
伸
ば
し
、
自
律
し
た
社
会
生
活
を
送
れ

る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
こ
と
で

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
体
罰
で
は
な
く
、

子
ど
も
と
向
き
合
い
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い

の
か
を
言
葉
で
説
明
し
た
り
見
本
を
示
し

た
り
す
る
な
ど
、
子
ど
も
自
身
が
理
解
で

き
る
方
法
で
伝
え
ま
し
ょ
う
。

児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル

　
24
時
間
い
つ
で
も
児
童
相
談
所
に
相
談

で
き
る
、
全
国
共
通
の
電
話
番
号
で
す
。

　
子
育
て
に
悩
ん
で
い
る
人
、
虐
待
を
受

け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
を
見
つ
け

た
人
は
、
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
の
児
童
虐
待
の
相
談
・
通
告
先

○
こ
ど
も
未
来
課　
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
22
・
９
６
０
９

○
各
支
所

○
伊
賀
児
童
相
談
所

　
☎
 24
・
８
０
６
０

○
伊
賀
警
察
署
生
活
安
全
課

　
☎
 21
・
０
１
１
０

○
名
張
警
察
署
生
活
安
全
課

　
☎
 62
・
０
１
１
０

○
地
域
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員

○
学
校
や
保
育
所
（
園
）・
幼
稚
園
な
ど

　
11
月
12
日
㈯
か
ら
25
日
㈮
（
女
性
に
対

す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日
）
ま
で
の
２
週
間

は「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」

実
施
期
間
で
す
。

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
性

犯
罪
、
買
売
春
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
は
、

女
性
の
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の

で
す
。
被
害
を
受
け
た
人
は
一
人
で
抱
え

込
ま
ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
相
談
先
】

○
こ
ど
も
未
来
課　
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
22
・
９
６
０
９

○
三
重
県
女
性
相
談
所
（
配
偶
者
暴
力
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　
☎
０
５
９
・
２
３
１
・
５
６
０
０

○
伊
賀
警
察
署
生
活
安
全
課

　
☎
21
・
０
１
１
０

○
名
張
警
察
署
生
活
安
全
課

　
☎
62
・
０
１
１
０

○
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ　
☎
＃
８は

０れ

０れ

８ば

11
月
は

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

女
性
に
対
す
る
暴
力
を

な
く
す
運
動

1
☎

い
ち

は
や

く

8
9

【
問
い
合
わ
せ
】

　
こ
ど
も
未
来
課

　
☎
22
・
９
６
０
９　
℻  
22
・
９
６
４
６　

kodom
o@
city.iga.lg.jp

子
ど
も
に
対
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
を

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

○
何
回
も
言
葉
で
注
意
し
た
が
、
言
う

こ
と
を
聞
か
な
い
の
で
頭
を
叩
い
た

○
約
束
を
守
ら
な
か
っ
た
の
で
、
戸
外

へ
放
り
出
し
た

○
宿
題
を
せ
ず
遊
ん
で
ば
か
り
い
た

の
で
、
食
事
を
与
え
な
か
っ
た

○
友
達
を
叩
き
ケ
ガ
さ
せ
た
の
で
、

同
じ
よ
う
に
子
ど
も
を
叩
い
た

トピックス

差
別
を
な
く
す
強
調
月
間

　
市
で
は
11
月
11
日
か
ら
12
月
10
日

ま
で
の
１
カ
月
間
を
「
差
別
を
な
く

す
強
調
月
間
」
と
し
て
、
人
権
イ
ベ

ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。
今
年
度
は
一

部
の
地
域
で
「
人
権
を
考
え
る
市
民

の
集
い
２
０
２
２
」
人
権
講
演
会
の

上
映
会
を
行
い
ま
す
。

◆
お
お
や
ま
だ
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
２
２

【
と　
き
】

　
11
月
19
日
㈯　
午
後
２
時
〜

【
と
こ
ろ
】　
ラ
イ
ト
ピ
ア
お
お
や
ま
だ

【
内　
容
】

○
第
１
部
：
人
権
作
品
の
表
彰
・
人

権
作
品
の
朗
読

○
第
２
部
：
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン

○
テ
ー
マ
：
人
権
文
化
の
ま
ち
づ
く
り

〜
一
人
ひ
と
り
が
大
切
に
さ
れ
る

大
山
田
で
あ
る
た
め
に
〜

○
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
：

　
松
村　
智
広
さ
ん

○
パ
ネ
ラ
ー
：

　
中
学
生
や
保
護
者
な
ど
５
人

（
手
話
・
要
約
筆
記
あ
り
）

◆
人
権
を
考
え
る
市
民
の
集
い
２
０
２
２

【
と　
き
】

　
11
月
22
日
㈫　
午
後
７
時
〜

【
と
こ
ろ
】　
伊
賀
市
文
化
会
館

【
内　
容
】

○
演
題
：
無
関
心
で
い
ら
れ
て
も
、

無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
い
人
権
・

部
落
問
題

○
講
師
：（
公
財
）
反
差
別
・
人
権
研
究

所
み
え　
常
務
理
事
兼
事
務
局
長

　
松
村　
元
樹
さ
ん

（
手
話
・
要
約
筆
記
・
ヒ
ア
リ
ン
グ

ル
ー
プ
あ
り
）

◆
差
別
を
な
く
す
い
が
ま
ち
の
集
い
２
０
２
２

【
と　
き
】

　
12
月
２
日
㈮　
午
後
７
時
30
分
〜

【
と
こ
ろ
】

　
西
柘
植
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

　
（
旧
ふ
る
さ
と
会
館
い
が
小
ホ
ー
ル
）

【
内　
容
】　
上
映
会

◆
あ
や
ま
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
２
２

【
と　
き
】

　
12
月
９
日
㈮　
午
後
７
時
〜

【
と
こ
ろ
】

　
阿
山
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　
ホ
ー
ル

【
内　
容
】　
上
映
会

◆
２
０
２
２
青
山
人
権
の
つ
ど
い

【
と　
き
】

　
12
月
10
日
㈯　
午
後
１
時
30
分
〜

【
と
こ
ろ
】

　
青
山
福
祉
セ
ン
タ
ー　
教
養
娯
楽
室

【
内　
容
】

○
第
１
部
：
青
山
小
学
校
・
青
山
中

学
校
か
ら
の
発
信

○
第
２
部
：
上
映
会

（
手
話
・
要
約
筆
記
・
ヒ
ア
リ
ン
グ

ル
ー
プ
あ
り
）

　
本
人
通
知
制
度
は
事
前
に
登
録
し

た
人
の
住
民
票
の
写
し
な
ど
を
代
理

人
な
ど
の
第
三
者
が
請
求
し
、
市
が

交
付
し
た
と
き
に
そ
の
事
実
を
郵
送

で
お
知
ら
せ
す
る
制
度
で
す
。

　
住
民
票
の
写
し
な
ど
を
交
付
し
た

こ
と
を
通
知
す
る
こ
と
で
、
そ
の

請
求
が
不
正
で
あ
っ
た
場
合
の
早
期

発
見
、
個
人
情
報
の
不
正
使
用
防
止

や
事
実
関
係
の
早
期
究
明
に
つ
な
が

り
ま
す
。
ま
た
こ
の
制
度
は
不
正

請
求
を
抑
止
す
る
効
果
が
期
待
で
き

ま
す
。

【
登
録
が
で
き
る
人
】

○
市
の
住
民
基
本
台
帳
か
戸
籍
の

附
票
に
記
録
さ
れ
て
い
る
人

○
市
の
戸
籍
（
除
か
れ
た
戸
籍
を

含
む
。）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人

【
通
知
対
象
と
な
る
証
明
書
の
種
別
】

○
住
民
票
の
写
し
（
除
票
を
含
む
。）

○
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

○
戸
籍
謄
本
・
抄
本
（
除
籍
・
改
製

原
戸
籍
を
含
む
。）

○
戸
籍
の
附
票
の
写
し
（
除
附
票
を

含
む
。）

※
本
人
通
知
制
度
事
前
登
録
日
の
翌

日
以
降
に
交
付
し
た
も
の

【
本
人
通
知
の
記
載
事
項
】

　
証
明
書
を
交
付
し
た
場
合
の
通
知

内
容
は
次
の
４
項
目
で
す
。

○
交
付
年
月
日　

○
交
付
証
明
書
の
種
別

○
交
付
枚
数

○
交
付
請
求
者
の
種
別

※
交
付
請
求
者
の
氏
名
や
住
所
を
通

知
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
登
録
方
法
】

○
登
録
を
希
望
す
る
人
は
本
人
確
認

書
類
（
運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）を
持
参
の
上
、

住
民
課
ま
た
は
各
支
所
で
登
録
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
、
法
定

代
理
人
の
場
合
は
戸
籍
謄
本
な
ど

の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

本
人
通
知
制
度
に
登
録
し
ま
せ
ん
か

【問い合わせ】　住民課　☎  22-9645　℻  22-9643　 juumin@city.iga.lg.jp

第三者 事前登録者

①請求

②交付
③通知

市役所

【問い合わせ】　人権政策課　☎ 22-9683　℻  22-9641　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp
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